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建築物・工作物の解体等作業に伴う石綿対策に関する説明会の 

開催について（御案内） 

 

平素より、労働行政及び環境行政への御理解、御協力をいただきまして誠にありが

とうございます。 

さて、令和２年より労働安全衛生法及び大気汚染防止法に係る石綿関係の法令や制度が

改正され、現在に至るまで段階的に施行されているところですが、令和８年１月１日以降

に着手する一部の工作物の解体又は改修工事から、「工作物石綿事前調査者」の資格を有す

る者に当該工作物に係る石綿の使用の有無について事前調査をさせるよう義務付けられる

こととなりました。 

そのため、石綿関連法令についての理解を深めていただくよう、下記のとおり、

説明会（会場とオンラインの併用）を開催いたします。 

つきましては、傘下の会員の皆様に対する周知に御協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日 時 令和７年８月29日（金） 14：00～16：00 

 

２ 会 場 埼玉労働局14階雇用保険説明会場 

（さいたま市中央区新都心11－２ランドアクシスタワー14階） 

 

３ 費 用 無料 

 

４ 申込方法 会場・オンライン共に受付サイトでの申し込み 

        （令和７年７月25日より受付開始となります。詳細は別添開催案内リーフ

レットをご覧ください。） 

 

以上 

 


